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第２回みどり戦略学生チャレンジ近畿大会応募受付中！

近畿農政局京都府拠点
発行：令和７年５月20日写真:綾部市「アーモンドの花」

近畿農政局 企画調整室、生産部環境・技術課 ダイヤルイン：075-414-9036、075-414-9722

【応募内容】

みどり戦略学生チャレンジの地方ブロック大会として、近畿地域（滋賀県、京都府、
大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県）の学生の皆さんを対象に、みどりの食料システ
ム戦略に基づく取組の成果を募集し、審査・表彰を行います。
また、取組の成果の中で特に優れたものを対象に、全国大会として審査・表彰を行
います。今回、第２回みどり戦略学生チャレンジの応募受付を６月30日（月曜日）ま
で行っておりますので、是非ご応募ください。

みどりの食料システム戦略に基づいた取組（調達、生産、加工・流通、消費に係る取組のう
ち全部又は一部）

高等学校、高等専修学校、高等専門学校（３年生
以下）の学生その他事務局が認める者により構成さ
れるグループ又は個人

【ウェブサイトアドレス】

https://www.maff.go.jp/kinki/midori/kinkigakuseichallenge.html
「みどり戦略学生チャレンジ近畿大会」近畿農政局ウェブサイト

【お問合せ先】

【応募資格】
高校の部

大学・専門学校の部
大学、短期大学、専門学校、高等専門学校（４年生
以上）の学生その他事務局が認める者により構成さ
れるグループ又は個人

（※令和７年11月30日時点で在学していること）

取組内容

取組実施期間
令和７年１月から11月までの期間（一部でも可）内に実施した取組
（※過去から継続した取組であっても、当該期間内に実施されたものは対象に含みます。）

応募方法等詳細につきましては、以下のウェブサイトをご覧ください。

https://www.maff.go.jp/kinki/midori/kinkigakuseichallenge.html


現場だより

南丹市で酪農を営んでいる谷牧場を訪問し、代表取締役の谷学さんにお話しを
伺いました。   (取材：2025年4月)

谷牧場は、1943年に創業、2017年に法人化

された南丹市八木町で３代続く牧場です。

現在は正社員3名、パート従業員4名で約170

頭の牛を飼養。

酪農業を続けるには、「地域の理解が必要」

とのことで、地域に貢献できる、地域に根付い

た牧場を目指しておられます。

将来的には離農される酪農家さんから、牛舎

等を借りることによる規模拡大を目指しておら

れます。

ロボットの活用

2022年に国の事業を活用し、導入されたロボット牛

舎は、これまで人手で行っていた搾乳作業を搾乳ロボッ

トで行える優れもので、作業の省力化に大きく貢献して

います。

ロボットを導入することにより、作業の省力化だけで

はなく、牛の搾乳状況などが容易に把握することができ

ます。

地域に根付いた牧場

代表取締役 谷学さん

ロボット牛舎（2022年新設）

敷地内の看板

酪農教育ファーム

情熱をもってこどもたちを受け入れ、かつ利用者が

安心して訪問できるように、一定の安全・衛生条件を

満たす牧場を認証する酪農教育ファームの認証を受け

ておられます。

幼稚園や小学校の酪農体験を積極的に受け入れてい

るほか近隣に工場がある、雪印メグミルクが実施する

酪農体験イベントにも協力しておられます。

新しい3K「家族、環境、貢献」で「楽農」

 株式会社谷牧場（南丹市）
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「プレスリリース」農林水産省ウェブサイト
https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/b_kankyo/250416.html

農林水産省 大臣官房みどりの食料システム戦略グループ
【お問い合せ先】

【ウェブサイトアドレス】

～みえるらべる優良事例集も公開しています～

【1.「見える化」対象品目へのピーマン（露地・施設）の追加】

農林水産省では、環境負荷低減の取組の「見える化」を推進しています。今般、新たに「
ピーマン」を追加するとともに、英語版のみえるらべるの使用も開始しました。また、優良事
例や「みえるらべる」実践のヒントなどをまとめた「みえるらべる優良事例集」を公開しました
ので、お知らせします。

「見える化」の対象品目にピーマンを追加！

「農産物の環境負荷低減に関する評価・表示ガイドライン」の改定を行い、「見える化」の対象品目
に「ピーマン（露地・施設）」を追加し、対象品目は計24品目になりました（令和７年４月16日時点）。

【2.英語版みえるらべる「ChoiSTAR（チョイスター）」の使用開始】

【3.みえるらべる優良事例集】
環境配慮食品の生産・導入拡大等を検討している生産者や事業者が、既存の優良事例から事

業展開のヒントを見つけ、取組の拡大や着手をスムーズに進めることができるよう、「見える化」に
取り組む優良事例の冊子を作成し、農林水産省ウェブサイトにて公開しています。

※上記の商標は商標出願中です。

輸出やインバウンド対応へ活用いただけるよう、「農産物の環境負荷低減に関する評価・表示ガ
イドライン」へ英語版みえるらべる「ChoiSTAR」を追加しました。使用にあたっては、ガイドラインの
規定遵守が必要です。

（ガイドライン全般について）
担当者：古田、田中、猿谷、小木曽
代表：03-3502-8111（内線3289）
ダイヤルイン：03-6744-2473

（ChoiSTAR及び優良事例集について）
担当者：吉田、河田、小林、山中
代表：03-3502-8111（内線3296）
ダイヤルイン：03-6744-2016

https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/b_kankyo/250416.html


４

近畿農政局京都府拠点では、メールマガジンを発行し、プレスリリース等の公表、農林水産施策の紹
介等を行います。どなたでもご利用いただけますので、ぜひご登録ください。

https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/kyoto/mailmagakyoto.html
【ウェブサイトアドレス】

近畿農政局「消費者の部屋」展示のご案内

【年計調査】

https://www.maff.go.jp/j/tokei/index.html「統計情報」農林水産省ウェブサイト
【ウェブサイトアドレス】

〇4月30日 作物統計調査 令和６年産指定野菜（春野菜、夏秋野菜等）の作付面積、収穫量及び出荷量
併載：令和６年産きゅうり、なす、トマト及びピーマンの年間計

〇4月30日 青果物卸売市場調査結果（令和６年年間計及び月別）
〇4月30日 畜産物流通調査令和６年鶏卵流通統計調査結果
〇4月18日 作物統計調査 令和６年産大豆（乾燥子実）の収穫量
〇4月15日 作物統計調査 令和６年産西洋なし、かき、くりの結果樹面積、収穫量及び出荷量
〇4月 ８日 作物統計調査 令和６年産そば（乾燥子実）の作付面積及び収穫量
〇3月31日 令和5年度6次産業化総合調査結果

～最近の各種統計情報の公表について～

近畿農政局京都府拠点からのお知らせ

お問合せ先：近畿農政局京都府拠点

〒602-8054 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町 TEL：075-414-9015
ホームページ：https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/kyoto/index.html

近畿農政局では、消費者をはじめとした国民の皆様に情報を提供するため「消費者の
部屋」を開設し、これらの場所を活用して身近な食生活や、農林水産省の取組などをテー
マとする展示を行っています。お近くにお越しの際は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
  ～近畿農政局での展示～

展示期間 テーマ 担当課等

５月７日(水曜日)～５月３０日(金曜日)
MAFF-SAT（農林水産省サポート・アドバイス・チー
ム）活動記録

農村振興部防災課

６月２日(月曜日)～６月３０日(月曜日) 外来カミキリムシから花咲く春を護る 森林総合研究所関西支所

６月２日(月曜日)～６月３０日(月曜日) ６月は食育月間です!みんなで食育を推進しよう! 消費・安全部消費生活課

展示期間 テーマ 展示場所 担当課等

５月２７日(火曜日)
～６月1０日(火曜日)

6月は食育月間です!みんなで食育を推進しよう! 大阪府立中央図書館
消費・安全部消費
生活課

６月５日(木曜日)
～６月１３日(金曜日)

「野菜足りていますか？」
～目標摂取量1日350g～

京都市伏見区役所深草支所
生産部
園芸特産課

６月９日(月曜日)
～６月1７日(火曜日)

知ってる?日本の食料事情 サンサ右京(京都市右京区役所) 企画調整室

「消費者の部屋」は近畿農政局正面入り口の北側に開設しており、入館手続きは不要ですので、お気軽にお立ち寄りください。展示期間、
テーマ等について、変更する場合があります。

～他の会場での展示～

【お問い合せ先】

【ウェブサイトアドレス】

https://www.maff.go.jp/kinki/syouhi/seikatu/tenji/index.html
「消費者の部屋」のご案内：近畿農政局ウェブサイト

展示期間、テーマ等について、変更する場合があります。

近畿農政局 消費・安全部 消費生活課 担当者：「消費者の部屋」担当
ダイヤルイン：075-414-9771

https://www.maff.go.jp/kinki/tiiki/kyoto/mailmagakyoto.html
https://www.maff.go.jp/j/tokei/index.html
https://www.maff.go.jp/kinki/syouhi/seikatu/tenji/index.html
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